
：公的年金

年齢　：　 45歳

<

◇  厚生年金
加入月数

平成１５年３月以前： 96月 300,000円

平成１５年４月以降： 168月 500,000円

計 264月

◇  国民年金 0月

年齢　：　 42歳

<

◇  厚生年金
加入月数

平成１５年３月以前： 0月 0円

平成１５年４月以降： 0月 0円

計 0月

◇  国民年金 480月

遺族基礎 遺族厚生 中高齢寡婦加算

年金受給資格 あり あり あり

寡婦年金 死亡一時金
配偶者６５歳
以降の年金

あり あり あり

寡婦年金と
死亡一時金の選択

寡婦年金

現在までの年金加入履歴 >

【 オプション 】

商品番号：A009300
Version 6.93

将来の見込みを含めた年金加入履歴 >

 年金加入履歴

【 世帯主 】

【 配偶者 】

 平均標準報酬額

FPソフト  「 必要保障額 」

入力Ⅱ [ 入力方法 ]

 保険料納付済み月数

 平均標準報酬月額

 平均標準報酬額

 保険料納付済み月数

厚生年金現在加入中の年金制度

 平均標準報酬月額



合計：

2,990万円

A

子の人数 年額 期間 計

子が2人の期間 1,227,900円 4年 4,911,600円

子が1人の期間 1,003,600円 2年 2,007,200円

合計： 6,918,800 円

B

205,200円

460,404円

665,604円

499,203円

567,276円

567,300円

23年

13,047,900 円

C

584,500円

17年

9,936,500 円

　（ 42 ～ 64歳　）

期間

年額 (100円未満四捨五入)

X+Y

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金

計算詳細

1,305万円

　: 世帯主の平均標準報酬額 x 5.481/1000 x 加入月数

6,088万円

　: 世帯主の平均標準報酬月額 x 7.125/1000 x 加入月数

2,990万円

Y : 平成15年4月以降分

（Ⅰ）　遺族年金　（配偶者64歳以前）

（Ⅱ）　老齢厚生年金・遺族厚生年金　（配偶者65歳以降）

加入期間300月未満時の調整 

期間

計

年額 (100円未満四捨五入)

配偶者の公的年金受給

1,792万円（Ⅲ）　老齢基礎年金

※　平成２９年度の年金制度を基に一般的なケースについて計算したものです。

（ 遺族基礎年金終了後 または 40歳  ～  64歳  ）

(Ⅰ）　 遺族年金（配偶者６４歳以前）

（１８歳の３月末までの子の期間）

(X+Y) x  3/4

遺族基礎年金

X : 平成15年3月以前分

計



D

D1

0

0

0

0年

0 円

D2 0 円 （ 一時金 ）

0 円

1,305万円

E1

0

0

0

0 円

E2

① 0

② 567,276 ✔

③ 378,184

567,276

567,300

23年

13,047,900 円

1,792万円

Ｆ

779,300

779,300

779,300

23年

17,923,900 円

　（  65 ～ 87歳　）

計

死亡一時金

　（  65 ～ 87歳　）

年額 (100円未満四捨五入)

寡婦年金

　: 配偶者の平均標準報酬月額 x 7.125/1000 x 加入月数

　: 配偶者の平均標準報酬額 x 5.481/1000 x 加入月数

   　  x 3/4

年額 (100円未満四捨五入)

①～③で一番多い額を選択

配偶者の老齢厚生年金 x 1/2
＋遺族厚生年金  x  2/3

計

満額受給額  x 保険料納付済み期間/480

満額受給額

X : 平成15年3月以前分

Y : 平成15年4月以降分

配偶者の老齢基礎年金

年額 (100円未満四捨五入)

X+Y

期間

(Ⅲ）　 老齢基礎年金

計

配偶者の老齢厚生年金の計算

寡婦年金と死亡一時金

期間

合計 （D1+D2）

年額 (100円未満四捨五入)

世帯主が受給できるはずだった老齢基礎年金額

遺族厚生年金・老齢厚生年金の選択計算

配偶者の老齢厚生年金

遺族厚生年金

期間

(Ⅱ） 老齢厚生年金・遺族厚生年金（配偶者６５歳以降）

（ 60 ～ 64歳 ）


